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〔人工衛星等の打上げに係る許可関係〕 
 

事項名 条項 審査基準 
標準処理

期間 

打上げ

許可 

法第４条

第１項 

法第６条

第１号 

人工衛星

の打上げ

用ロケッ

トの設計 

「人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定」のうち、

「人工衛星の打上げ用ロケットの設計」の審査基準に同

じ。 

型式認定

を受けて

いる場

合： 

１箇月 

～３箇月 

 

 

その他の

場合： 

４箇月 

～６箇月 

法第６条

第２号 

打上げ施

設 

「打上げ施設の適合認定」のうち、「打上げ施設の場

所」の審査基準に同じ。 

法第６条

第３号 

ロケット

打上げ計

画 

１ 防災設備等の設置 

・打上げ施設における災害防止のための防災計画を策定

し、災害防止のための必要な設備や取扱いの安全を図

るために関連法令を遵守するとともに、適切なセキュ

リティ対策を講ずること。 

・火災やガスの検知、防犯警報等の情報を集中して常時

状態を把握するとともに、防火、消防、防護設備につ

いては、危険作業の実施に先立ち十分な点検を行うこ

と。 

 

２ 推進薬等の取扱いに係る安全対策 

・打上げ施設における推進薬等（火薬類、高圧ガス及び

危険物等）の取扱いの安全を確保するため、関連法令

等を踏まえた対策等を定めること。 

 

３ 落下物の落下予測区域等を考慮した飛行経路の設定 

・人工衛星の打上げ用ロケット（以下単に「ロケット」

という。）の燃え殻等、正常飛行時にロケットから分

離投下される物体について、落下予想区域が可能な限

り陸地及びその周辺海域にないこと。 

・落下予想区域は外国の領土・領海に干渉しないこと。

干渉が予想される場合には、当該国の合意を得るこ

と。 

・推力飛行中のロケットが突然推力停止の状態に陥った

場合に予測される落下点の軌跡（落下予測点軌跡）の

分散域については、人口稠密地域から可能な限り離れ

て通過するよう飛行経路を設定するとともに、異常事

態が発生した場合においても、飛行経路及び打上げ施

設の周辺に対するリスクが、国際標準又は各国宇宙機

関等が定める基準の水準と同等以下となるよう、必要

な対策を講ずること。 

 

４ 適切な落下限界線の設定 

・安全の確保のために設定するロケットの飛行を中断し

た場合に危害を及ぼしてはならない限度を示す線（落

下限界線）を設定すること。 
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５ 警戒区域の設定及び第三者の進入防止体制の構築 

・人工衛星等の打上げ（以下単に「打上げ」という。）

に係る作業期間中の各段階に応じて、打上げ施設の周

辺の状況を踏まえて、警戒区域を設定して関係者以外

の立入規制を行うこと。 

（１）整備作業期間における警戒区域 

ロケット組立時等の各段階について、事故等の影響

を最小限にするため、警戒区域を設定すること。 

（２）打上げ時における警戒区域 

打上げ時における警戒区域は、少なくとも、次の地

上安全及び飛行安全に係る警戒区域のうち、いずれか

に含まれる区域のすべてとする。 

【地上安全に係る警戒区域】 

少なくとも、爆風、飛散物、ガス、ファイアボール

による放射熱等を考慮したものであること。 

【飛行安全に係る警戒区域】 

次に掲げる事項を考慮したものであること。 

（ア）打上げ施設の周辺における次による被害の発生

を防止しうること。 

① 落下物の衝突 

② 飛行中に爆発する場合における爆風 

③ 固体推進薬が地面等に落下及び衝突し爆発（二

次爆発）するおそれがある場合における、二次

爆発による爆風及び二次破片飛散 

④ 搭載推進薬の流出及び拡散 

（イ）さらに、打上げ施設の周辺の海域に関しては、

発射直後の飛行中断に伴う破片の落下分散を評価

し、破片の落下による船舶等の被害を可能な限り

防止すること。 

 

６ 自然災害等による警報発令時の対策 

・荒天、襲雷、地震等について警報が発令された場合等

における対策を定めること。 

 

７ 航空機や船舶等への事前通報 

・打上げ作業期間中の航空機及び船舶の航行の安全を確

保するため、関係機関への連絡手段等を定めること。 

 

８ 意図しない作動等の防止 

・打上げに際し、その整備作業段階から打上げ終了まで

の間に、ある意図によるまたは結果として破壊や妨害

行為のおそれがある場合、適切な対策を講ずること。 

 

９ 適切な打上げ日時の設定 

・打上げに際し、軌道上において活動する者の生命の安

全を確保するため、軌道上の国際宇宙ステーション及

び国際宇宙ステーションへの有人宇宙船との衝突を回

避する打上げ日時を設定すること。 

 

10 人工衛星の投入計画軌道とロケットの飛行能力 

・ロケットの飛行能力が、予定の軌道に人工衛星を投入
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できるものであること。 

 

11 気象状況を踏まえた飛行成立性の確認 

・打上げの直前において、気象条件の影響によって計画

した飛行経路及び落下予想区域を逸脱しないことを確

認すること。 

・飛行経路上の雷の発生可能性等を把握することによ

り、雷による機器の故障等、第三者損害を生じうる事

態を回避すること。 

 

12 警戒区域解除前の第三者損害発生の防止 

・打上げ作業期間中において、必要な場合は作業の停止

を行うことを含め安全上の措置を講ずること。 

 

13 飛行安全管制の実施 

・ロケットが故障した場合の落下物に対する安全を確保

するため、飛行中の状態監視を行い、必要な場合には

飛行の中断を安全に行うことができるよう措置を講ず

ること。 

 

14 飛行中断の実施 

・次のいずれかの場合に該当するとき、ロケットの飛行

を中断すること。 

① ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界

線と接触するとき。ただし、正常飛行範囲を飛

行する当該ロケットの落下予測域が落下限界線

を通過する場合には、その直前までの飛行状況

を十分監視して、正常であることを条件とし

て、上記の飛行中断の適用が見合わされる。 

② ロケットの落下予測域の監視が不可能となり、

当該ロケット及びその破片の落下予測域が落下

限界線と接触するおそれがあるとき。 

③ ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生

じ、かつ、当該ロケット及びその破片の落下予

測域が落下限界線と接触するおそれがあると

き。 

④ その他、ロケットの推力飛行の続行により安全

確保上支障が生じるおそれがあると判断される

とき。 

 

15 海上浮遊物の回収 

・ロケット落下物により発生する海上浮遊物のうち、船

舶の航行に影響を及ぼすおそれがあるものについて

は、回収に努めること。 

 

16 軌道上デブリ発生の抑制 

・軌道上における不要な人工物体（以下「軌道上デブ

リ」という。）となるものの発生については、次のと

おり対策を講ずること。 

① ロケットの軌道投入段について、指令破壊用火

工品の誤作動防止措置を講ずること。 
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② 推進薬が液体燃料であるロケットにあっては、

なるべく残留推進薬、残留ガス等を排出すると

ともに、排出が完了しない場合にも破砕するこ

とがないよう、内圧上昇に対して安全弁の設置

等の措置を講ずるか、安全性を設計で確保する

こと。 

 

17 ロケット軌道投入段の保護領域からの除去 

・可能であれば、低軌道域（地球表面から 2,000kmの高

度までの球状領域）を通過する軌道又は低軌道域と干

渉するおそれのある軌道で打上げを終了したロケット

の軌道投入段は、その位置、姿勢及び状態を制御する

ことにより、軌道寿命が短い軌道に移動させるか、地

上の被害を防ぐ方法で再突入して処分すること。 

・可能であれば、ロケットの軌道投入段と地球同期軌道

域（静止軌道高度 35,786km±200kmかつ緯度±15度以

内）との永久的あるいは周期的接触を避けること。 

 

18 ロケット打上げ計画を実行する運用体制の構築 

・地上安全対策、飛行安全対策を確実に遂行するため、

以下のとおり、適切な体制を整備すること。 

－安全組織及び業務 

専ら安全確保に責任を有する組織を整備し、これ

が緊密な通信手段により有機的に機能するように措

置を講ずるとともに、安全上のあらゆる問題点につ

いて、打上げの責任者まで報告される体制を確立す

ること。 

－安全教育訓練の実施 

打上げに携わる者への安全教育・訓練を実施する

とともに、安全確保に係る事項の周知徹底を図るこ

と。 

－緊急事態への対応 

打上げ作業期間中に事故が発生した場合等の緊急

事態等に的確に即応するための体制を確立するこ

と。 

法第６条

第４号 

人工衛星

の利用の

目的及び

方法 

「人工衛星の管理許可」のうち、「人工衛星の利用の目

的及び方法」の審査基準に同じ。 

変更の

許可 

法第７条

第１項 

法第６条第１号から第４号に規定する基準に準ずる。 変更の程

度による

ため設定

しない 

承継の

許可 

法第 10条

第１項 

譲渡及び

譲受け 

法第６条

第３号 

ロケット

打上げ計

「ロケット打上げ計画」のうち、「ロケット打上げ計画

を実行する運用体制の構築」の審査基準に同じ。 

１箇月 
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法第 10条

第２項 

合併 

画を実行

する能力 

法第 10条

第３項 

分割 

 

 

〔人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定関係〕 
 

事項名 条項 審査基準 
標準処理

期間 

ロケッ

トの型

式認定 

法第 13条

第１項 

法第 13条

第２項 

第２号 

人工衛星

の打上げ

用ロケッ

トの設計 

１ 飛行能力（府令第７条第１号） 

・打上げを行うことができる飛行能力を備えた設計であ

るとともに、当該設計を実現するための評価を実施す

ること。 

 

２ 火工品の安全要求（府令第７条第２号） 

・ロケットの着火装置等、故障等によって公共の安全に

重大な影響を及ぼす火工品については、打上げ施設の

措置を含めて独立した３以上の遮断機を備えるなどの

措置を講ずること。そのうち、２以上の遮断機は常に

状態を把握できるものとすること。 

・雷の迷走電流等による火工品の不慮着火を防ぐために

必要な対策を講ずること。 

・周囲の電磁波等の影響によって、容易に故障等を生じ

ない対策を講ずること。 

 

３ 飛行安全管制のための機能（府令第７条第３号） 

・ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する

機能を有すること。 

 

４ 飛行中断機能（府令第７条第４号） 

・ロケットの飛行中断措置を講ずるために必要な信号を

受信する機能及び飛行中断等の機能を有すること。ま

た、今後想定される具体的なロケット打上げ計画に沿

って安全確保に関する評価を行い、飛行経路及び打上

げ施設の周辺に対するリスクが、国際標準又は各国宇

宙機関等が定める基準の水準と同等以下であるととも

に、あらかじめ定めた落下限界線を超えることを防止

できること。 

・他の方法による場合（信号を受信しない場合にシーケ

ンス停止する方法等を含む）においても、飛行経路及

び打上げ施設の周辺に対するリスクが、国際標準又は

各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下である

とともに、あらかじめ定めた落下限界線を超えること

を防止できること。 

 

５ 重要なシステム等の信頼性及び冗長性（府令第７条

第５号） 

・ロケットの飛行中断措置により飛行経路及び打上げ施

４箇月 

～６箇月 
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設の周辺の安全を確保する機能を構成する重要なシス

テム等について、その信頼性が 95%の信頼水準で 0.999

以上の信頼性とすること及び故障等があっても機能す

るよう多重化を施すこと。 

 

６ 人工衛星等の分離に係る軌道上デブリ発生の抑制

（府令第７条第６号） 

・人工衛星等を分離するときには、ロケットから部品等

が容易に離脱、飛散しない構造であること。 

・ロケットの段間分離機構、人工衛星分離機構等の動作

時、なるべく破片等が飛散しない構造であること。た

だし、複数衛星を打ち上げる際に放出せざるをえない

衛星支持構造物はこの限りではない。 

 

７ ロケット軌道投入段に係る軌道上デブリ発生の抑制

（府令第７条第７号） 

・ロケットの軌道投入段について、指令破壊用火工品の

誤作動防止措置を講ずること。 

・推進薬が液体燃料であるロケットにあっては、なるべ

く残留推進薬、残留ガス等を排出する機能を有すると

ともに、排出が完了しない場合にも破砕することがな

いよう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置を講

ずること。 

変更の

認定 

法第 14条 法第６条第１号に規定する基準に準ずる。 設定しな

い 

 

 

〔打上げ施設の適合認定関係〕 
 

事項名 条項 審査基準 
標準処理

期間 

打上げ

施設の

適合認

定 

法第 16条 法第 16条

第２項 

打上げ施

設の場所 

１ 警戒区域の確保及び第三者の進入防止対策（府令第

８条第１号） 

・打上げに係る作業期間中の各段階に応じた適切な警戒

区域を確保できる場所であること。 

・打上げに係る保安上重要な設備、装置及び情報等につ

いて、セキュリティ対策に努めること。 

 

２ 発射装置の設置（府令第８条第２号） 

・ロケットに適合した常設又は可搬の発射装置であるこ

と。 

・ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確

保する適切な発射を行うことができる発射装置である

こと。 

 

３ 火工品の安全要求（府令第８条第３号） 

・ロケットの着火装置等、故障等によって公共の安全に

重大な影響を及ぼす装置については、当該ロケットの

措置を含めて、独立した３以上の遮断機を備えるなど

の措置を講ずること。そのうち、２以上の遮断機は常

に状態を把握できるものであること。 

１箇月 

～３箇月 
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・雷の迷走電流等による火工品の不慮着火を防ぐために

必要な対策を講ずること。 

・周囲の電磁波等の影響によって、容易に故障等を生じ

ない対策を講ずること。 

 

４ 飛行安全管制のための設備等（府令第８条第４号） 

・ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を受信する

機能を有する常設又は可搬の無線設備を打上げ施設そ

の他の場所に備えること。 

・ロケットの飛行中断措置の方法が打上げ施設からの信

号を受信することにより行う場合においては、当該飛

行中断措置を講ずるために必要な信号を、直接若しく

は他の無線設備を経由してロケットの無線設備に送信

する機能を有する常設又は可搬の無線設備を備えるこ

と。 

 

５ 重要なシステム等の信頼性及び冗長性（府令第８条

第５号） 

・ロケットの飛行中断措置により飛行経路及び打上げ施

設の周辺の安全を確保する機能を構成する重要なシス

テム等について、その信頼性が 95%の信頼水準で 0.999

以上の信頼性とすること及び故障等があっても機能す

るよう多重化を施すこと。 

変更の

認定 

法第 17条

第１項 

法第６条第２号に規定する基準に準ずる。 設定しな

い 

 

 

〔人工衛星の管理に係る許可関係〕 
 

事項名 条項 審査基準 
標準処理

期間 

人工衛

星の管

理許可 

法第 20条

第１項 

法第 22条

第１号 

人工衛星

の利用の

目的及び

方法 

・基本理念（宇宙基本法第２条から第７条）に則したも

のであること。 

・宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な

実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがな

いものであること。 

15日 

～３箇月 

法第 22条

第２号 

人工衛星

の構造 

１ 意図しない物体放出防止（府令第 22条第１号） 

・人工衛星を構成する機器等が容易に離脱、飛散しない

構造であること。 

・人工衛星の分離展開機構等の動作時においても、容易

に機器等が飛散しない措置を講ずること。 

・火工品等による燃焼生成物の放出については、必要最

小限となるように配慮すること。 

 

２ 放出物体の他の人工衛星の管理への干渉防止（府令

第 22条第２号） 

・人工衛星から分離する機器等について、他の人工衛星

の管理に重大な支障を与えないよう、適切な軌道への

投入等ができること。 
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３ 異常時の破砕防止措置（府令第 22条第３号） 

・人工衛星の位置、姿勢及び状態を直接若しくは他の無

線設備を経由して人工衛星管理設備に送信する機能を

有すること。 

・人工衛星の破砕を生じる可能性のある残留推進薬及び

電力等の残留エネルギーを排出する等の破砕を予防す

る機能を有すること。 

 

４ 再突入時の第三者損害の防止（府令第 22条第４号） 

・地球に落下する人工衛星又は人工衛星を構成する機器

等が十分に溶融する等の結果、着地又は着水が予想さ

れる地点に対するリスクが、国際標準又は各国宇宙機

関等が定める基準の水準と同等以下であること。 

 

５ 他の天体由来の物質による地球環境汚染の防止（府

令第 22条第５号） 

・地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に

落下した人工衛星又は人工衛星を構成する機器等を地

表又は水面に落下させて回収する場合は、地球外物質

による有害な汚染を防止する措置を講ずること。 

 

６ 他の天体の環境汚染の防止（府令第 22条第６号） 

・地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に

落下させる人工衛星又は人工衛星を構成する機器等に

あっては、当該天体の有害な汚染を防止する措置を講

ずること。 

法第 22条

第３号 

管理計画 

１ 放出物体の他の人工衛星の管理への干渉の防止（府

令第 23条１号） 

・人工衛星から分離する機器等を、有人宇宙船を含む他

の人工衛星等に対して衝突させないための措置につい

て定めること。 

 

２ 異常時の破砕防止措置（府令第 23条第２号） 

・人工衛星の状態等の異常を検知したとき、破砕の予防

措置の実施等の方法、要領等について定めること。 

 

３ 他の人工衛星等との衝突回避（府令第 23条第３号） 

・他の人工衛星等と衝突する可能性の情報把握の方法、

情報を入手した場合における措置について定めるこ

と。 

 

４ 人工衛星の管理を実行する運用体制の構築 

・管理計画を確実に遂行するため、次に掲げる適切な体

制を整備すること。 

－管理の組織及び業務 

－異常事態への対応 

－セキュリティ対策の構築 

法第 22条

第４号 

終了措置 

（法第 22条第４号イの場合） 

・着地又は着水が予想される地点の安全確保を図った、

制御再突入を行う措置（飛行経路、着地点等）を定め

ること。 
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（法第 22条第４号ロの場合） 

・他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道へ高度を

上げる措置を定めること。 

 

（法第 22条第４号ハの場合） 

・人工衛星を地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は

当該天体に落下させることにより当該天体の環境を著

しく悪化させるおそれがないこと。 

 

（法第 22条第４号ニの場合） 

・人工衛星の破砕を生じる可能性のある残留推進薬及び

電力等の残留エネルギーを排出する又は破砕を発生さ

せないよう措置を講ずること。 

・人工衛星の管理の終了に際し、保護領域については、

以下の措置を講ずること。 

－低軌道域からは管理終了後 25年以内に除去するよう

努めること。 

－地球同期軌道域からは速やかに除去すること。 

変更の

許可 

法第 23条 法第 22条第１号から第４号に規定する基準に準ずる。 設定しな

い 

承継の

許可 

法第 26条

第１項 

譲渡及び

譲受け 

法第 22条

第３号 

管理計画

を実行す

る能力 

「人工衛星の管理許可」のうち、「人工衛星の管理を実

行する運用体制の構築」の審査基準に同じ。 

１箇月 

法第 26条

第３項 

合併 

法第 26条

第４項 

分割 

 


